
 休 会 届  

 

富山県シニアテニス連盟 会長 殿 

 

 

私は下記理由により、富山県シニアテニス連盟を休会いたします。 

休会理由 

 

 

 

 

     20  年   月   日 

 

休会者   会員 No.          氏名              (印)      

住所       〒    －    

 

                                      

 

ペーパーレス化（郵送停止）に   □賛同する  □賛同しない 

 

注 1）富山県シニアテニス連盟会則 第 15条（休会と復会） 

①会員は休会届を本会会長に届け出て、任意に休会することができる。 

②休会期間の年会費は免除する。ただし、機関誌などの送付はない。 

③継続して休会する場合は、毎年休会届を 7月末日までに本会会長に提出する。 

④休会者が復会するときは、本会会長に報告する。 

 

注 2）富山県シニアテニス連盟を休会した者は、特定非営利活動法人 日本シニアテニス連盟も 

   休会したものとみなす。 

 

注 3）休会届の提出がなく年会費を所定日（7月末日）までに納入しなかった時は、退会したもの 

   とみなす。 

 

注 4）休会期間中は富山県シニアテニス連盟の総会開催案内ハガキと総会資料の郵送はありません。 

  ペーパーレス化（郵送停止）に賛同いただきますと富山県シニアテニス連盟のホームページ内 

  に掲載されています上記資料を閲覧することができます。 


